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(57)【要約】
【課題】体表面において、手技の対象となる範囲を示す
ための目印を精度よくつけることができる超音波プロー
ブを提供する。
【解決手段】超音波プローブ２において、超音波の送受
信面２ａのアジマス方向（Ｘ軸方向）における一部分に
、エレベーション方向（Ｚ軸方向）に延びる超音波の遮
蔽体１０が設けられていることを特徴とする。遮蔽体１
０は、長尺状で、エレベーション方向における超音波プ
ローブ２の側面を挟持するように着脱可能に設けられる
。前記遮蔽体１０は、超音波の送受信対象である被検体
に対する手技の対象となる範囲を示すための目印を被検
体の体表面に記す基準となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波の送受信面のアジマス方向における一部分に、エレベーション方向に延びる超音
波の遮蔽体が設けられていることを特徴とする超音波プローブ。
【請求項２】
　前記遮蔽体は、前記エレベーション方向における前記超音波プローブの側面に延びてい
ることを特徴とする請求項１に記載の超音波プローブ。
【請求項３】
　前記遮蔽体は、弾性によって前記側面を挟持するようにして設けられることを特徴とす
る請求項２に記載の超音波プローブ。
【請求項４】
　前記遮蔽体は、前記超音波プローブの被係止部に係止することにより設けられることを
特徴とする請求項１又は２に記載の超音波プローブ。
【請求項５】
　前記遮蔽体は、着脱可能に設けられることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に
記載の超音波プローブ。
【請求項６】
　前記遮蔽体は、超音波の送受信対象である被検体に対する手技の対象となる範囲を示す
ための目印を被検体の体表面に記す基準となることを特徴とする請求項１～５のいずれか
一項に記載の超音波プローブ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の超音波プローブを備えることを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項８】
　超音波プローブにおいて、超音波の送受信面のアジマス方向における一部分に、エレベ
ーション方向に延びるように設けられることを特徴とする超音波の遮蔽体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波の遮蔽体が設けられた超音波プローブ、超音波診断装置及び遮蔽体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置では、被検体の断面について、リアルタイムの超音波画像を得ることが
できる。このようなリアルタイム性を有する超音波診断装置を用い、手術で切除する場所
を特定したり、穿刺針を用いた生体検査を行なう場所を特定したりしている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　上記超音波診断装置を用いた場所の特定の一例について説明する。先ず、超音波画像に
よって対象の病変部を検出する。次に、超音波プローブの筐体におけるアジマス（ａｚｉ
ｍｕｔｈ）方向の中心の位置の体表面にペンなどで印をつけ、切除範囲など、手術や穿刺
などの手技の対象となる範囲を特定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１７２９１８号公報（第４頁）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、超音波プローブの筐体におけるアジマス方向の中心位置と、超音波画像におけ
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る幅方向（前記アジマス方向）における中心位置とは一致していない場合がある。従って
、体表面において、被検体に対する手技の対象となる範囲を示すための目印を精度よくつ
けることができなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するためになされた一の観点の発明は、超音波の送受信面のアジマス
方向における一部分に、エレベーション方向に延びる超音波の遮蔽体が設けられているこ
とを特徴とする超音波プローブである。
【発明の効果】
【０００７】
　上記観点の発明によれば、前記遮蔽体によって超音波画像に影ができるので、超音波プ
ローブにおいて前記遮蔽体が設けられている位置が、超音波画像においてどの位置に該当
するのかを把握することができる。従って、操作者が、前記影及び前記遮蔽体を基準にし
て、被検体に対する手技の対象となる範囲を示すための目印を体表面につけることにより
、精度よく目印をつけることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の実施形態の概略構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明に係る超音波プローブの拡大正面図である。
【図３】図２に示す超音波プローブの側面図である。
【図４】図２に示す超音波プローブの底面図である。
【図５】遮蔽体の拡大図である。
【図６】遮蔽体の側部を広げた状態を示す図である。
【図７】超音波画像が表示された表示部を示す図である。
【図８】体表面にペンを用いて点を記すことを説明する図である。
【図９】ペンを用いて点が記された体表面を示す図である。
【図１０】複数の点が記された体表面を示す図である。
【図１１】輪郭線が記された体表面を示す図である。
【図１２】遮蔽体の他例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る超音波プローブ、超音波診断装置及び遮蔽体の実施の形態の一例に
ついて説明する。図１に示す超音波診断装置１は、超音波プローブ２、送受信ビームフォ
ーマ３、エコーデータ処理部４、表示制御部５、表示部６、操作部７、制御部８、記憶部
９を備える。
【００１０】
　前記超音波プローブ２は、アジマス方向において、アレイ状に配置された複数の超音波
振動子（図示省略）を有して構成され、この超音波振動子によって被検体に対して超音波
を送信し、そのエコー信号を受信する。
【００１１】
　前記超音波プローブ２には、図２～図４に示すように、超音波の送受信面２ａのアジマ
ス方向（図におけるＸ軸方向）における一部分に、エレベーション方向（図におけるＺ軸
方向）に延びる超音波の遮蔽体１０が着脱可能に設けられている。この遮蔽体１０は、本
発明における遮蔽体の実施の形態の一例である。
【００１２】
　前記遮蔽体１０は、前記超音波プローブ２のアジマス方向における中央に設けられてい
る。ただし、この超音波プローブ２のアジマス方向における中央とは、前記超音波プロー
ブ２を構成する筐体２ｂのアジマス方向における中央であり、前記超音波振動子の配列幅
の中央とは一致していない。
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【００１３】
　前記遮蔽体１０は、長尺状であり略コの字形状に形成されている。前記遮蔽体１０は、
棒状部１１とこの棒状部１１の両端に設けられたパッド部１２，１２とからなる。前記棒
状部１１は、エレベーション方向における前記送受信面２ａの長さとほぼ同じ長さを有す
る底部１１ａとこの底部１１ａの両側に立設された側部１１ｂ，１１ｃとからなる。これ
ら側部１１ｂ，１１ｃの端部に、弾性体により形成された前記パッド部１２，１２が設け
られている。
【００１４】
　前記棒状部１１は、生体組織とは音響インピーダンスが異なる材質で形成されている。
前記棒状部１１は、超音波の伝搬を妨げる材質で形成され、本例では金属で形成されてい
る。
【００１５】
　前記側部１１ｂと前記側部１１ｃは、前記超音波プローブ２に取り付けられていない状
態においては、図５に示すように、互いの間隔が先端側に向かって小さくなるように形成
されている。前記側部１１ｂ，１１ｃは、互いの間隔が広がる方向に力ｆが加えられると
、図６に示すように先端側が広がり、前記力ｆが解除されると、弾性によって元に戻るよ
うになっている。従って、前記遮蔽体１０は、前記側部１１ｂ，１１ｃの先端側の間隔を
広げて前記超音波プローブ２の筐体２ｂのエレベーション方向に位置する側面に嵌めると
、前記側部１１ｂ，１１ｃによる弾性力が作用して、前記パッド部１２，１２によって前
記超音波プローブ２を挟持するようにして取り付けられる。このようにして前記超音波プ
ローブ２に取り付けられる遮蔽体１０は、前記底部１１ａが、前記送受信面２ａに密着し
た状態となる。
【００１６】
　一方、前記超音波プローブ２に取り付けられた前記遮蔽体１０は、操作者が前記力ｆを
加えて前記側部１１ｂ，１１ｃを広げることにより、前記超音波プローブ２から取り外す
ことができる。
【００１７】
　図１の説明に戻る。前記送受信ビームフォーマ３は、前記超音波プローブ２から所定の
走査条件で超音波を送信するための電気信号を、前記制御部８からの制御信号に基づいて
前記超音波プローブ２に供給する。また、前記送受信ビームフォーマ３は、前記超音波プ
ローブ２で受信したエコー信号について、Ａ／Ｄ変換、整相加算処理等の信号処理を行な
い、信号処理後のエコーデータを前記エコーデータ処理部４へ出力する。
【００１８】
　前記エコーデータ処理部４は、前記送受信ビームフォーマ３から出力されたエコーデー
タに対し、超音波画像を作成するための処理を行なう。例えば、前記エコーデータ処理部
４は、対数圧縮処理、包絡線検波処理等のＢモード処理を行ってＢモードデータを作成す
る。
【００１９】
　前記表示制御部５は、前記エコーデータ処理部４から入力されたデータを、スキャンコ
ンバータ（Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）によって走査変換して超音波画像データを作
成する。例えば、前記表示制御部５は、前記Ｂモードデータを走査変換してＢモード画像
データを作成する。
【００２０】
　また、前記表示制御部５は、前記超音波画像データに基づく超音波画像を前記表示部６
に表示させる。
【００２１】
　前記表示部６は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）や有機Ｅ
Ｌ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどで構成される。前記
操作部７は、操作者が指示や情報を入力するためのキーボード及びポインティングデバイ
ス（図示省略）などを含んで構成されている。
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【００２２】
　前記制御部８は、特に図示しないがＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）を有して構成される。この制御部８は、前記記憶部９に記憶された制御プログ
ラムを読み出し、前記超音波診断装置１の各部における機能を実行させる。
【００２３】
　前記記憶部９は、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：ハードディスクドライブ
）や、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）である。
【００２４】
　次に、前記遮蔽体１０が取り付けられた前記超音波プローブ２による超音波の送受信に
ついて説明する。先ず、操作者は前記送受信面２ａを被検体の体表面に当接させて超音波
の送受信を行ない、前記表示部６に超音波画像を表示させる。操作者は、表示された超音
波画像を見ながら、腫瘍等の病変部を探す。
【００２５】
　操作者は、病変部を見つけると、切除範囲の輪郭を示す輪郭線を体表面にペンで記す。
詳しく説明する。前記遮蔽体１０が取り付けられた超音波プローブ２によって超音波の送
受信を行なうと、図７に示すように、超音波画像ＵＩには、前記遮蔽体１０の像１０′が
写り、前記遮蔽体１０による影Ｓができる。ちなみに、前記超音波画像ＵＩはＢモード画
像であり、符号Ｌは病変部を示す。操作者は、前記像１０′や前記影Ｓを利用して、輪郭
線を描く。具体的に説明すると、操作者は、先ず図７に示すように、前記影Ｓが切除箇所
に位置するように前記超音波プローブ２を置くと、図８及び図９に示すように、遮蔽体１
０の近傍の体表面ＢＳに、ペン１００（図９では図示省略）を用いて点ｐを記す。図９は
、体表面ＢＳを上から見た図であり、前記点ｐは、遮蔽体１０の側部１１ｂと側部１１ｃ
（図９では図示省略）の両方の近傍に記される。
【００２６】
　次に、操作者は、上述とは異なる場所において、上述と同様にして前記影Ｓが切除箇所
に位置するように前記超音波プローブ２を置き、ペン１００を用いて点ｐを記す。これを
複数回繰り返すことにより、例えば図１０に示すように、体表面ＢＳに複数の点ｐが記さ
れる。
【００２７】
　次に、操作者は、図１１に示すように、前記点ｐを基準にしてペン１００（図１１では
図示省略）を用いて体表面ＢＳに輪郭線Ｏｌを記す。この輪郭線Ｏｌは、例えば前記点ｐ
を繋ぐようにして描かれてもよいし、滑らかな線になるように前記点ｐの近傍を通るよう
にして描かれてもよい。前記輪郭線Ｏｌは、本発明において、被検体に対する手技の対象
となる範囲を示すための目印の実施の形態の一例である。
【００２８】
　本例によれば、前記遮蔽体１０によって前記超音波画像ＵＩに影Ｓができるので、前記
超音波プローブ２において前記遮蔽体１０が設けられている位置が、超音波画像ＵＩにお
いてどの位置に該当するのかを把握することができる。従って、操作者が、前記影Ｓ及び
前記遮蔽体１０を基準にして、体表面ＢＳに前記点ｐを記し、この点ｐに基づいて前記輪
郭線Ｏｌを記すことにより、この輪郭線Ｏｌの位置精度が良好である。
【００２９】
　また、従来は、操作者は超音波プローブを注視して、その筐体のアジマス方向における
中心位置と超音波画像の中心位置とのずれを考慮しつつ、体表面に目印をつける必要があ
ったが、本例によれば、前記遮蔽体１０を基準にすることにより、容易に点ｐを記すこと
ができる。
【００３０】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、本発明はその主旨を変更しない範囲
で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、前記点ｐ及び前記輪郭線Ｏｌの設
定手法は一例であり、上述の設定手法に限られるものではない。



(6) JP 2014-226302 A 2014.12.8

10

【００３１】
　また、前記遮蔽体１０の構成は一例に過ぎない。例えば、図１２に示すように、前記超
音波プローブ２の表面に段部２ｃが形成されている場合、前記遮蔽体１０は、前記段部２
ｃに係止する係止部１１ｄを有していてもよい。この係止部１１ｄは、前記側部１１ｂ，
１１ｃ（図１２では側部１１ｂのみ図示）の端部に設けられている。そして、前記係止部
１１ｄを前記段部２ｃに係止させることにより、前記遮蔽体１０が前記超音波プローブ２
に着脱可能に取り付けられる。前記段部２ｃは、本発明における被係止部の実施の形態の
一例である。
【００３２】
　また、前記遮蔽体１０が設けられる位置は、前記超音波プローブ２のアジマス方向にお
ける中央に限られない。前記遮蔽体１０は、前記送受信面２ａのアジマス方向において、
操作者が望む位置に取り付けられればよい。
【符号の説明】
【００３３】
　　１　超音波診断装置
　　２　超音波プローブ
　　２ａ　送受信面
　　２ｃ　段部（被係止部）
　　１０　遮蔽体

【図１】
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【図３】
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【図７】
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【図９】
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【図１１】
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